
第２７５回文化審議会文化財分科会議事要旨 

開催日  令和７年１０月２４日（金）１４：００～１５：０７ 

場 所  文化庁京都庁舎 本館３階 特別会議室 

出席者  委 員  岩﨑委員、唐澤委員、黒田委員（会長代理）、島谷委員（会長）、吉田委

員 

文化庁  伊藤次長、松坂審議官、山下文化財鑑査官、三輪文化財第一課長、田中文化

財第二課長、中島参事官、武藤参事官、その他関係官 

１．前回議事要旨案確認 

２．諮問・答申等 

①重要無形文化財（生活文化）の指定・認定基準等について（報告・答申）

中島参事官（生活文化連携担当）から、重要無形文化財（生活文化）の指定・認定基準等に

ついて報告があり、審議の結果、答申がなされた。 

②記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（生活文化）の選択基準について（報告・答申）

中島参事官（生活文化連携担当）から、記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（生活文化）

の選択基準について報告があり、審議の結果、答申がなされた。 

③登録無形文化財の登録について（報告・答申）

中島参事官（生活文化連携担当）から、登録無形文化財の登録について報告があり、審議の

結果、別紙のとおり答申がなされた。 

④重要文化財（建造物）の指定等について（報告・答申）

田中文化財第二課長から、重要文化財（建造物）の指定等について報告があり、審議の結果、

別紙のとおり答申がなされた。 

⑤重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（諮問）

田中文化財第二課長から、重要文化財（建造物）の現状変更の許可について説明があり、審

議の結果、第二専門調査会において審議することとした。 

⑥登録有形文化財（建造物）の登録について（諮問）

田中文化財第二課長から、登録有形文化財（建造物）の登録について説明があり、審議の結

果、第二専門調査会において審議することとした。 

⑦登録有形文化財（建造物）の登録抹消等について（諮問・答申）

田中文化財第二課長から、重要文化財（建造物）の登録抹消等について説明があり、審議の

結果、別紙のとおり答申がなされた。 



 

⑧重要文化財（建造物）保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

田中文化財第二課長から、重要文化財（建造物）保存活用計画の認定について説明があり、

審議の結果、別紙のとおり答申がなされた。 

 

⑨史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について（諮問・答申） 

田中文化財第二課長から、史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について説明があり、審議

の結果、別紙のとおり答申がなされた。 

 

⑩史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

田中文化財第二課長から、史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について説明があり、審

議の結果、別紙のとおり答申がなされた。 

 

 

  



 

別 紙 

２－③登録無形文化財の登録について（報告・答申） 

無形文化財  保持団体  

名称 団体名称 代表者の氏名 事務所の所在地 

加賀料理 加賀料理技術保存会 会長 大友 佐俊 

石川県金沢市鞍月１－１ 

石川県商工労働部  

産業政策課内 

 

２－④重要文化財（建造物）の指定等について（報告・答申） 

名称 所在地 

小樽港防波堤施設 北防波堤ほか２所 北海道小樽市 

岩橋家住宅（秋田県仙北市角館町東勝楽丁） １棟 秋田県仙北市 

幸徳院観音堂 １棟 山形県米沢市 

大山寺 不動堂ほか１基 千葉県鴨川市 

光明寺 本堂（御影堂）ほか７棟 京都府長岡京市 

齋尾家住宅 主屋ほか２棟 鳥取県東伯郡北栄町 

男木島灯台 灯台ほか２棟 香川県高松市 

水ノ子島灯台 灯台ほか２棟 大分県佐伯市 

日本ハリストス正教会教団 旧本館ほか３棟 東京都千代田区 

スカイハウス（旧菊竹清訓自邸） 土地 東京都文京区 

 

２－⑦登録有形文化財（建造物）の抹消等について（諮問・答申） 

１３件 

 

２－⑧重要文化財（建造物）保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

計画名 指定文化財名 申請者 

旧諸戸家住宅保存活用計画 旧諸戸家住宅洋館・和館 桑名市 

菅島灯台保存活用計画 菅島灯台 国（海上保安庁） 

旧松坂屋大阪店（髙島屋東別館）保存活用

計画 

旧松坂屋大阪店（髙島屋東

別館） 
株式会社髙島屋 

道後温泉本館保存活用計画 道後温泉本館 松山市 

旧筑後川橋梁（筑後川昇開橋）保存活用計

画 

旧筑後川橋梁（筑後川昇開

橋） 

大川市、佐賀市、公

益財団法人筑後川

昇開橋観光財団 

 

２－⑨史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について（諮問・答申） 

２０６件 



 

 

２－⑩史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

計画名 指定文化財名 申請者 

特別史跡藤原宮跡保存活用計画 藤原宮跡 橿原市 

史跡湯浅党城館跡保存活用計画 
湯浅党城館跡 湯浅城跡 

藤並館跡 
湯浅町、有田川町 

 


